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�愛媛県告示第４６号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１４条及び第１１８条

の規定に基づき、２等陸士として採用する陸上自衛官、２等海士と

して採用する海上自衛官及び２等空士として採用する航空自衛官の

募集期間を次のとおり告示する。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 男子（平成１９年度３・４月採用分（追加募集））

平成２０年１月２１日（月）から

２月８日（金）まで

�愛媛県告示第４７号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、２等陸士として採用する陸上自衛官、２等海士

として採用する海上自衛官及び２等空士として採用する航空自衛官の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のと

おり定める。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４８号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

あすなろ薬局 西条市大町６４３番地２ 安藤 智宏 精神通院医療
（薬局）

平成２０年
１月１日

公安委員会規則

○ 愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例施行規則及び愛媛県警

察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則の一部を改正する

規則……………………………………………………………………………３１

雑 報

○ 公示による通知………………………………………………………………３２

告 示

� 目 次 �
告 示

○ 自衛官の追加募集……………………………………………………………２３

○ 自衛官の採用試験……………………………………………………………２３

○ 指定自立支援医療機関の指定………………………………………………２３

○ 医師の指定……………………………………………………………………２４

○ 指定医師の所在地の変更……………………………………………………２４

○ 指定医師の辞退の届出………………………………………………………２４

○ 指定自立支援医療機関の指定………………………………………………２４

○ 指定自立支援医療機関の辞退の届出（２件）……………………………２５

○ 介護員養成研修事業者の指定………………………………………………２５

○ 愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程の一部改正…………………２５

○ 県営土地改良事業の換地計画関係書類の縦覧（５件）…………………２６

○ 保安林の指定の解除（２件）………………………………………………２６

○ 解除予定保安林（２件）……………………………………………………２７

○ 愛媛県漁業近代化資金利子補給規程の一部改正…………………………２７

○ 漁業の許可又は起業の認可の申請期間（２件）…………………………２９

○ 建設業者の許可の取消し……………………………………………………２９

○ 道路の区域変更（県道宇和三間線）………………………………………２９

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………………３０

○ 開発行為に関する工事の完了………………………………………………３０

○ 道路の位置の変更……………………………………………………………３０

○ 道路の位置の指定（３件）…………………………………………………３０

監 査 公 表

○ 監査結果に基づく措置の公表………………………………………………３１

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

平成２０年２月１０日（日）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

毎週（火・金）曜日発行 第１９３０号 平成２０年１月１８日

平成２０年１月１８日金曜日 第１９３０号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第４９号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５１号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５２号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

大 森 徹 西 条 中 央 病 院 西条市朔日市８０４ 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１－１ 平成１９年
４月１日

池 本 純 喜 多 医 師 会 病 院 大洲市徳森小鳥越２６３２－３ 大 洲 中 央 病 院 大洲市東大洲５ 平成１９年
４月１日

山 先 英 二 医療法人愛寿会西条愛寿会病
院 西条市福武字蔵尾甲１５８－１ 財団法人積善会附属十全総合

病院 新居浜市北新町１－５ 平成１９年
１２月７日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢体不自由・ぼうこう又は直腸・
小腸機能障害 外 科 国民健康保険久万高

原町立病院 松 本 康 志 上浮穴郡久万高原町久万６５ 平成
１９年１２月１４日

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

レディ薬局新居浜前田店 新居浜市前田町２－２ 株式会社レディ薬局 平成２０年
１月４日

さくら薬局今治店 今治市共栄町２－２－１ 有限会社蝶野 平成２０年
１月４日

ココ北伊予薬局 伊予郡松前町出作５４０－１ 有限会社アルバ 平成２０年
１月４日

しんかわ駅前薬局 伊予市下吾川１９９４－２ 大野 紀子 平成２０年
１月４日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢体不自由・心臓・呼吸器・じ
ん臓機能障害 内 科 医療法人順天会放射

線第一病院 瀧 川 圭 一 今治市北日吉町１－１０－５０ 平成
２０年１月４日

〃 〃 四国中央市国民健康
保険新宮診療所 越 智 拓 良 四国中央市新宮町大字新宮５０ 〃

肢 体 不 自 由
整形外科・リ
ハビリテーシ
ョン科

愛媛県立子ども療育
センター 脇 田 智 夫 東温市田窪２１３５ 〃

肢体不自由・心臓・呼吸器・じ
ん臓・ぼうこう又は直腸・小腸
機能障害

小 児 科 〃 大 藤 佳 子 〃 〃

肢体不自由・聴覚・平衡・音声・
言語・そしゃく機能障害 神 経 内 科 独立行政法人国立病

院機構愛媛病院 橋 本 司 東温市横河原３６６ 〃

愛 媛 県 報平成２０年１月１８日 第１９３０号
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�愛媛県告示第５３号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第６５条の規定に基づ

き、次のとおり指定自立支援医療機関の辞退の届出があった。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５４号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第６５条の規定に基づ

き、次のとおり指定自立支援医療機関の辞退の届出があった。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５５号
介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３条第１項第２号

の規定により、次のとおり介護員養成研修事業者を指定した。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５６号
愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和３６年１２月愛媛県告示第１０５１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、平成１９年１２月１９日以降利子補給承認される農業近代化資金について適用し、

同日前に利子補給承認された農業近代化資金については、なお従前の例による。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金

の種類

利子補給率 農業近代化資金

の種類

利子補給率

法第２条第２

項第１号、第

２号及び第４

号に掲げる融

資機関が同条

第１項第１号

に掲げる者に

貸し付ける場

合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第４号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

法第２条第２

項第１号、第

２号及び第４

号に掲げる融

資機関が同条

第１項第１号

に掲げる者に

貸し付ける場

合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第４号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

１ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年６厘 １ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年４厘

名 称 辞退年月日

愛媛労災病院（腎臓に関する医療） 平成１９年１２月３１日

名 称 辞退年月日

しみず調剤薬局 平成１９年９月３０日

あすなろ薬局 西条市大町６４３－２ 安藤 智宏 平成２０年
１月４日

介護員養成研修事業者
の名称又は氏名

介護員養成研修事業者
の所在地又は住所 研修の課程 指 定

年 月 日

株式会社地域法人無茶
々園

愛媛県西予市明浜町狩
浜３番１３４

訪問介護に
関する２級
課程

平成２０年
１月４日

愛 媛 県 報平成２０年１月１８日 第１９３０号
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�愛媛県告示第５７号
県営中山間地域総合整備事業いよ高縄２期地区（儀式２工区）の

換地計画を定めたので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９

条の２第４項において準用する同法第８７条第５項の規定により、次

のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

換地計画書

２ 縦覧期間

平成２０年１月２１日から２月１８日まで

３ 縦覧場所

松山市役所北条支所

�������
�愛媛県告示第５８号
県営中山間地域総合整備事業佐田岬半島東地区（田浪工区）の換

地計画を定めたので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条

の２第４項において準用する同法第８７条第５項の規定により、次の

とおり関係書類を縦覧に供する。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

換地計画書

２ 縦覧期間

平成２０年１月２１日から２月１８日まで

３ 縦覧場所

八幡浜市役所

�������
�愛媛県告示第５９号
県営中山間地域総合整備事業東宇和西部地区（伊延西工区）の換

地計画を定めたので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条

の２第４項において準用する同法第８７条第５項の規定により、次の

とおり関係書類を縦覧に供する。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

換地計画書

２ 縦覧期間

平成２０年１月２１日から２月１８日まで

３ 縦覧場所

西予市役所

�������
�愛媛県告示第６０号
県営中山間地域総合整備事業東宇和東部地区（堂野窪工区）の換

地計画を定めたので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条

の２第４項において準用する同法第８７条第５項の規定により、次の

とおり関係書類を縦覧に供する。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

換地計画書

２ 縦覧期間

平成２０年１月２１日から２月１８日まで

３ 縦覧場所

西予市野村総合支所

�������
�愛媛県告示第６１号
県営中山間地域総合整備事業南宇和地区（長野工区）の換地計画

を定めたので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第

４項において準用する同法第８７条第５項の規定により、次のとおり

関係書類を縦覧に供する。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

換地計画書

２ 縦覧期間

平成２０年１月２１日から２月１８日まで

３ 縦覧場所

愛南町役場

�������
�愛媛県告示第６２号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

八幡浜市五反田２番耕地５２５の２、２番耕地１１１３の３、２番耕

地１１１３の４、２番耕地１１１４の３

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

農道用地とするため

�������
�愛媛県告示第６３号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

２～７ 省略 ２～７ 省略

愛 媛 県 報平成２０年１月１８日 第１９３０号
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１ 解除に係る保安林の所在場所

宇和島市津島町山財１３９４（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

急傾斜地崩壊防止施設用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁並びに宇和島市役

所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第６４号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

今治市大西町脇甲２６９（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

農道用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び今治市役所に

備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第６５号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

今治市大西町脇甲２６９（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

指定理由の消滅

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び今治市 役所

に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第６６号
愛媛県漁業近代化資金利子補給規程（昭和４４年１０月愛媛県告示第８８１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県漁業近代化資金利子補給規程の規定は、平成１９年１２月１９日以降に利子補給承認される漁業近代化資金について適用し、同

日前に利子補給承認された漁業近代化資金については、なお従前の例による。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

漁業近代化資金の種類 利子補給率 漁業近代化資金の種類 利子補給率

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

号ま

で及

び第

１０号

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

掲げ

る融

資機

関が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

号ま

で及

び第

１０号

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

掲げ

る融

資機

関が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

愛 媛 県 報平成２０年１月１８日 第１９３０号
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いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

に掲

げる

者（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

に貸

し付

ける

場合

合 掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

に掲

げる

者（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

に貸

し付

ける

場合

合 掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

１・２ 省略 １・２ 省略

３ 漁船漁具保管修理

施設、漁業用資材保

管施設、漁船用油水

供給施設、養殖池、

蓄養池、水産種苗生

産施設、養殖用作業

舎、水産物処理施設、

水産物保蔵施設、水

産物加工施設、製氷

冷凍施設、水産物等

運搬施設、水産物販

売施設又は漁業用通

信施設の改良、造成

又は取得に必要な資

金（漁船の改造、建

造若しくは取得に必

要なもの又は次号若

しくは第５号に掲げ

るものを除く。）

年１分２

厘５毛

年１

分５

毛

年１

分２

厘５

毛

年６

厘

年６

厘

３ 漁船漁具保管修理

施設、漁業用資材保

管施設、漁船用油水

供給施設、養殖池、

蓄養池、水産種苗生

産施設、養殖用作業

舎、水産物処理施設、

水産物保蔵施設、水

産物加工施設、製氷

冷凍施設、水産物等

運搬施設、水産物販

売施設又は漁業用通

信施設の改良、造成

又は取得に必要な資

金（漁船の改造、建

造若しくは取得に必

要なもの又は次号若

しくは第５号に掲げ

るものを除く。）

年１分２

厘５毛

年１

分５

毛

年１

分２

厘５

毛

年４

厘

年４

厘

４～６ 省略 ４～６ 省略

７ 漁村情報処理・通

信施設（有線放送施

設及び有線放送電話

施設を含む。）、漁船

船員臨時宿泊施設、

漁業者研修施設、集

会施設、託児施設、

診療施設、水道施設、

ガス供給施設、下水

道施設、地域休養施

設、漁村広場施設、

同上 年６

厘

年６

厘

７ 漁村情報処理・通

信施設（有線放送施

設及び有線放送電話

施設を含む。）、漁船

船員臨時宿泊施設、

漁業者研修施設、集

会施設、託児施設、

診療施設、水道施設、

ガス供給施設、下水

道施設、地域休養施

設、漁村広場施設、

同上 年４

厘

年４

厘

愛 媛 県 報平成２０年１月１８日 第１９３０号
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�愛媛県告示第６７号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２０年１月１８日から２月１日まで

�������
�愛媛県告示第６８号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２０年１月１８日から２月１日まで

漁村センター、生活

安全保護施設、連絡

道又は廃棄物処理施

設の改良、造成又は

取得に必要な資金

漁村センター、生活

安全保護施設、連絡

道又は廃棄物処理施

設の改良、造成又は

取得に必要な資金

８ 省略 ８ 省略

�愛媛県告示第６９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１４）第１５２０８号 平成１４年
１２月１０日 �八木保組 八木 利征 今治市高市甲８５６－１ 平成１９年

１２月３日
土木工事業
とび・土工工事業 建設業の廃止

（般－１４）第２３６０号 平成１４年
１２月１７日 栗田建設 栗田 明光 松山市南江戸１－４－３ 平成１９年

１２月６日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１４）第２２４１号 平成１４年
１２月１０日 山洋建設� 西山 洋一 喜多郡内子町本川２４２４－

１
平成１９年
１２月１０日 土木工事業 建設業の廃止

（特－１７）第７５６４号 平成１７年
５月３０日 倉敷建設� 中瀬 鉄男 松山市溝辺町甲３１９ 平成１９年

１２月１０日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１８）第１３６４８号 平成１９年
２月５日 �マクロ開発 中矢 康貴 松山市勝岡町３４－７ 平成１９年

１２月１０日
土木工事業
とび・土工工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１８）第６３３７号 平成１８年
８月１９日 日本建材� 三原 弘記 松山市南江戸１－１－２１ 平成１９年

１２月１２日

土木工事業
建築工事業
防水工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１４）第１２９５２号 平成１５年
１月９日 �フルヤ建設工業 鳥生 哲嗣 今治市野間甲７２５－１ 平成１９年

１２月２５日
土木工事業
とび・土工工事業 建設業の廃止

（般－１８）第１０２２９号 平成１８年
７月２９日 �エイコー住宅産業 尾方 恒和 新居浜市中村松木１－３

－３６
平成１９年
１２月２６日 建築工事業 建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和三間線
西予市宇和町下川３１３４番４から

同町下川３１３６番４まで

旧 ８．０～１６．０ ０．１６５

新 １０．４～２４．１ ０．１６５

愛 媛 県 報平成２０年１月１８日 第１９３０号
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�愛媛県告示第７３号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により指定した道路の位置を次のように変更した。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

� 変更前

四国中央市上柏町字門田５８９番２及び５８９番１４

幅員 ４．０メートル

延長 ２８．８６メートル

� 変更後

四国中央市上柏町字門田５８９番２、５８９番１２、５８９番１４及び

５８９番１８並びに同市上柏町字柿本５９２番１及び５９２番２

幅員 ４．０メートル

延長 ６０．５１メートル

２ 申請人の住所氏名

四国中央市川之江町２８９３番地１

富士住宅産業株式会社 代表取締役 白石 一忠

３ 図面省略

�������
�愛媛県告示第７４号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市金生町山田井字大平木１０９１番、１１２６番９、１１２６番１１、

１１２６番１２、１０９１番地先水路、１１２６番１１地先農道及び１１２６番１２地先

農道

２ 申請人の住所氏名

四国中央市川之江町１８５６番地３５

アルファ・プランニング 吉田 茂生

３ 図面省略

�������
�愛媛県告示第７５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市金生町下分字馬木１１７１番１

２ 申請人の住所氏名

四国中央市寒川町３６１２番地

有限会社四国リバブル 代表取締役 飛鷹 節夫

３ 図面省略

�������
�愛媛県告示第７６号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成２０年１月１８日

�愛媛県告示第７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２０年１月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１９宇局建（開）第１号

平成１９年１２月２７日

宇和島市祝森字コブタカ甲１５７５番１，甲１５８１番１、甲１５８２番、甲１５８３番１、
同市祝森字岡崎甲１６１３番、甲１６１６番１、甲１６１７番１、甲１６１８番、甲１６１９番
１、甲１６２０番１、甲１６２１番１、甲１６２１番４、甲１６２２番、甲１６２３番１、甲１６
２４番１、甲１６２５番１及び甲１６５０番１

群馬県前橋市日吉町四丁目４０番地１１

株式会社ヤマダ電機

代表取締役 山 田 昇

１９松局建（開）第５３号

平成２０年１月４日
伊予市市場字打田甲８０７番５及び甲８０７番６

伊予市市場甲８０７番地１

保 田 浩

１９松局建（開）第５４号

平成２０年１月４日
伊予郡砥部町拾町３０９番２及び３１０番２

東温市志津川１５４番地２
ラッフィナート３０２号
鈴 木 純
鈴 木 由 香

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和三間線
西予市宇和町下川３１３４番４から

同町下川３１３６番４まで
平成２０年１月１８日

愛 媛 県 報平成２０年１月１８日 第１９３０号
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監 査 公 表

公安委員会規則

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市三島宮川三丁目字亀水１００２番８、１００２番１０及び１００２

番１３

２ 申請人の住所氏名

四国中央市三島中央三丁目１４番１１号

有限会社トラヤ第一不動産 代表取締役 合田 義久

３ 図面省略

�公表第１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２０年１月１８日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 岡 田 志 朗

同 田 中 多佳子

�愛媛県公安委員会規則第１号
愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例施行規則及び愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則の一部を改正する規

則を次のように定める。

平成２０年１月１８日

愛媛県公安委員会委員長 木 綱 俊 三

愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例施行規則及び愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則の一部を改正す

る規則

（愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例施行規則の一部改正）

第１条 愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例施行規則（平成１３年愛媛県公安委員会規則第１７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（愛媛県松山南警察署の管轄区域）

第２条 条例別表愛媛県松山南警察署の項公安委員会規則で定める

区域は、次の表のとおりとする。

（愛媛県松山南警察署の管轄区域）

第２条 条例別表愛媛県松山南警察署の項公安委員会規則で定める

区域は、次の表のとおりとする。

松山市のうち土居町、今在家町、今在家一～四丁目、北土居町、

越智町、越智一～三丁目、北井門町、北井門一～五丁目、居相

町、居相一～六丁目、星岡町、星岡一～五丁目、東石井町、東

石井一～七丁目、西石井一～六丁目、古川北一～四丁目、古川

南一～三丁目、古川西一～三丁目、天山町、天山一～三丁目、

朝生田町一～七丁目、和泉北四丁目、和泉南一～六丁目、市坪

南一～三丁目、市坪北一・二丁目、市坪西町、南久米町、北久

米町、福音寺町、来住町、南土居町、高井町、久米窪田町、鷹

子町、井門町、南高井町、森松町、小野町、北梅本町、南梅本

町、水泥町、平井町、東方町、津吉町、中野町、大橋町、小村

町、上川原町、上野町、西野町、恵原町、浄瑠璃町、久谷町、

窪野町

松山市のうち土居町、今在家町、今在家一～四丁目、北土居町、

越智町 、北井門町、北井門一～五丁目、居相

町、居相一～六丁目、星岡町、星岡一～五丁目、東石井町、東

石井一～七丁目、西石井一～六丁目、古川北一～四丁目、古川

南一～三丁目、古川西一～三丁目、天山町、天山一～三丁目、

朝生田町一～七丁目、和泉北四丁目、和泉南一～六丁目、市坪

南一～三丁目、市坪北一・二丁目、市坪西町、南久米町、北久

米町、福音寺町、来住町、南土居町、高井町、久米窪田町、鷹

子町、井門町、南高井町、森松町、小野町、北梅本町、南梅本

町、水泥町、平井町、東方町、津吉町、中野町、大橋町、小村

町、上川原町、上野町、西野町、恵原町、浄瑠璃町、久谷町、

窪野町

（監査の結果）

公務中の警察車両による事故や警察車両運転者の不注意による自損事

故が依然として多発しており、職員意識の高揚と事故防止対策の徹底に、

一層努められたい。

（措置の内容）

警察車両による交通事故防止のために、次の改善措置を実施して職員

意識の高揚と事故防止対策に努めている。

１ 交通事故防止招致検討会の実施

平成１９年度上半期において過失割合の高い事故を惹起した職員を

東・中・南予ブロック別に招致し、自らの事故の発生原因及び反省

点、再発防止対策を検討し、緊張感を持った運転を心がけるよう厳

しく指導して交通安全意識の高揚を図った。

２ 各種会議等における指導教養の実施

幹部（部長・所属長・次長）会議や随時監察等の機会に交通事故

の実態を紹介するとともに交通事故防止の徹底を指示している。

３ 交通事故を起こした職員の招致

平成１９年１０月に職員に対して交通事故防止対策に関する文書を新

たに発出し、運転の基本的事項を遵守せずに交通事故を惹起した職

員及びその監督者を警察本部に招致し、事故概要・事故原因等の説

明を求め、交通事故防止について厳しく指導している。

４ 本部主管課幹部による巡回指導

交通事故を惹起した所属に対し、本部主管課幹部が巡回指導を実

施し、所属幹部の指導教養状況を検証するとともに、職員から事故

原因等について説明を求めるなど厳しく指導している。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

警 察 本 部 平成１９年１１月８日

愛 媛 県 報平成２０年１月１８日 第１９３０号
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雑 報

�公示による通知
古川萬兵衛（愛媛県四国中央市中之庄町字浜之前７９番の土地登記

簿表題部所有者）

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４６条第２項の規定に基づ

き上記の者に通知すべき事項を記載した次の書類は、当収用委員会

事務局（愛媛県土木部管理局用地課）において保管してあるので、

出頭の上、その交付を受けてください。

なお、この書類を受領しないときは、土地収用法施行令（昭和２６

年政令第３４２号）第６条の２において準用する同政令第５条第５項

の規定により、平成２０年２月７日を経過した時にその書類の送達が

あったものとみなされます。

平成２０年１月１８日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

平成２０年１月７日付け１９媛収第２６－９号審理の開催について（審

理開催の通知）

（愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則の一部改正）

第２条 愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則（昭和４５年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第１条関係）

交番、駐在所及び署所在地

�～� 省略

� 松山南警察署

別表第１（第１条関係）

交番、駐在所及び署所在地

�～� 省略

� 松山南警察署

名 称 位 置 所 管 区 名 称 位 置 所 管 区

石井交番 松山市居相四丁

目

松山市のうち土居町、今在家町、

今在家一～四丁目、北土居町、越

智町、越智一～三丁目、北井門町、

北井門一～五丁目、居相町、居相

一～六丁目、星岡町、星岡一～五

丁目、東石井町、東石井一～七丁

目、西石井一～六丁目、古川南一

丁目（椿の宮団地の区域に限る。）

石井交番 松山市居相四丁

目

松山市のうち土居町、今在家町、

今在家一～四丁目、北土居町、越

智町 、北井門町、

北井門一～五丁目、居相町、居相

一～六丁目、星岡町、星岡一～五

丁目、東石井町、東石井一～七丁

目、西石井一～六丁目、古川南一

丁目（椿の宮団地の区域に限る。）

省略 省略

�～� 省略 �～� 省略

附 則

この規則は、平成２０年１月２８日から施行する。

平成２０年１月１８日 発行
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